
○○

新しい学習指導要領

難聴・言語障害教育に関する教育行政の動向

令和５年度全国公立学校難聴・言語障害教育研究協議会 第１回理事会

初等中等教育局特別支援教育課
ほりのうち けいし

特別支援教育調査官 堀之内恵司



○ 直近１０年間で義務教育段階の児童生徒数は１割減少する一方で、特別支援教育を受ける児童生徒数は倍増。

○ 特に、特別支援学級の在籍者数（２．１倍）、通級による指導の利用者数（２．５倍）の増加が顕著。
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（注）通級による指導を受ける児童生徒数（18.2万人）は、最新の調査結果であるR3年度通年（国公私立）の値を用いている。

なお、平成24年度の通級による指導を受けている児童生徒数（7.2万人）は、5月１日時点（公立のみ）の値。
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特別支援教育を受ける児童生徒数の概況
○ 障害のある子供に対し、多様な学びの場において、少人数の学級編制、特別の教育課程等による適切な指導及び支援を実施。

※通常の学級に在籍し、学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒数の割合：推定値 8.8％（小・中）、推定値 2.2%（高）
（令和４年文部科学省の調査において、学級担任等による回答に基づくものであり、医師の診断等によるものでない点に留意。）

※※「小学校」には義務教育学校前期課程を、「中学校」には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程を、「高等学校」には中等教育学校後期課程を含む。四捨五入の関係で、内訳の足し上げと合計が一致しないことがある。

特別支援学校
小・中学校等

特別支援学級 通級による指導

概要 障害の程度が比較的重い子供を対象として、専門性
の高い教育を実施

障害の種別ごとの学級を編制し、子供一人一
人に応じた教育を実施

大部分の授業を在籍する通常の学級で受けな
がら、一部の時間で障害に応じた特別な指導
を実施

対象障害種と人数

視覚障害 （約4,800人）
聴覚障害 （約7,600人）
知的障害 （約137,800人）
肢体不自由 （約30,700人）
病弱・身体虚弱（約19,400人）

※重複障害の場合はダブルカウントしている

合計：約148,600人 (※令和4年度）
（平成24年度の約1.1倍）

知的障害 （約156,700人）
肢体不自由 （約4,500人）
病弱・身体虚弱 （約4,700人）
弱視 （約600人）
難聴 （約1,900人）
言語障害 （約1,300人）
自閉症・情緒障害 （約183,600人）

合計：約353,400人 (※令和4年度）
（平成24年度の約2.1倍）

言語障害 （約47,200人）
自閉症 （約36,800人）
情緒障害 （約24,600人）
弱視 （約200人）
難聴 （約2,100人）
学習障害 （約34,100人）
注意欠陥多動性障害 （約38,700人）
肢体不自由 （約160人）
病弱・身体虚弱 （約100人）
合計：約183,900人 （※令和3年度）

（平成24年度の約2.3倍）

幼児児童生徒数
幼稚部：約 1,200人
小学部：約49,600人
中学部：約32,500人
高等部：約65,400人

小学校：約252,600人
中学校：約100,900人

小学校：約154,600人
中学校：約 27,700人
高等学校：約 1,700人
（※令和3年度）

学級編制
定数措置
（公立）

【小・中】１学級６人
【高】 １学級８人
※重複障害の場合、１学級３人

１学級８人
【小・中】13人に１人の教員を措置
※平成29年度から段階的に基礎定数化

【高】 加配措置

教育課程

各教科等に加え、「自立活動」の指導を実施。障害
の状態等に応じた弾力的な教育課程が編成可。
※知的障害者を教育する特別支援学校では、知的
障害の特性等を踏まえた教科を別に設けている。

基本的には、小学校・中学校の学習指導要
領に沿って編成するが、実態に応じて、特別支
援学校の学習指導要領を参考とした特別の教
育課程が編成可。

通常の学級の教育課程に加え、又はその一部
に替えた特別の教育課程を編成。
【小・中】週１～８コマ以内
【高】年間７単位以内

それぞれの児童生徒について個別の教育支援計画（家庭、地域、医療、福祉、保健等の業務を行う関係機関との連携を図り、長期的な視点で教育的
支援を行うための計画）と個別の指導計画（一人一人の教育的ニーズに応じた指導目標、内容、方法等をまとめた計画）を作成。

義務教育段階の
全児童生徒の
0.9% (※令和4年度）

義務教育段階の
全児童生徒の
3.7%
(※令和4年度）

義務教育段階の
全児童生徒の
1.9%



※上記表は、平成19年度より、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、複数の障害に対応する学校及び複数の障害を有する者については、そ
れぞれの障害種に集計している。このため、学校数及び在籍者数のグラフと表の数値は一致しない。

（出典）学校基本調査

【令和４年度の状況】

129,994 132,570 
135,617 137,894 139,821 141,944 143,379 144,434 144,823 146,285 148,635

8,533 8,624 8,593 8,625 8,425 8,269 8,164 8,175 7,850 7,651 7623

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

特別支援学校（幼稚部・小学部・中学部・高等部）在籍者の推移（各年度5月1日現在）

計

知的障害

肢体不自由

病弱・身体虚弱

聴覚障害

視覚障害

学校数 1,059校 1,080校 1,096校 1,114校 1,125校 1,135校 1,141校 1,146校 1,149校 1,160校 1,171校

（名）

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 計
学校 数 82 118 814 357 153 1,524
在籍者数 4,764 7,623 137,801 30,705 19,360 200,253
学級数 2,049 2,768 32,601 12,196 7,695 57,309
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特別支援学校の幼児児童生徒数・学校数の推移
特別支援学校の幼児児童生徒数は増加が続いている一方、聴覚障害の幼児児童生徒数は減少傾向にある。



（出典）学校基本調査

【令和４年度の状況】

知的障害 肢体不自由 病弱・身体虚弱 弱視 難聴 言語障害 自閉症・情緒障害 計

学級数 32,432 3,159 2,968 558 1,401 687 35,515 76,720

在籍者数 156,661 4,539 4,706 638 1,945 1,331 183,618 353,438
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自閉症・情緒障害
言語障害
難聴
弱視
病弱・身体虚弱
肢体不自由
知的障害

特別支援学級の児童生徒数・学級数

（名）

学級数 47,643学級 49,743学級 52,052学級 54,586学級 57,301学級 60,345学級 63,369学級 66,655学級 69,947学級 73,145学級 76,720学級

特別支援学級の児童生徒数はここ１０年で約２．１倍。難聴の特別支援学級の児童生徒は増加傾向、言語障害の特別支援学級の児童生徒は減少傾向にある。



通級による指導を受けている児童生徒数の推移

（出典）通級による指導実施状況調査（文部科学省初等中等教育局特別支援教育課調べ）

※令和２年度及び令和３年度の数値は、３月３１日を基準とし、通年で通級による指導を実施した児童生徒数について調査。その他の年度の児童生徒数は年度５月１日現在。
※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成18年度から通級による指導の対象として学校教育法施行規則に規定し、併せて「自閉症」も平成18年度から対象として明
示（平成17年度以前は主に「情緒障害」の通級による指導の対象として対応）。
※平成30年度から、国立・私立学校を含めて調査。
※高等学校における通級による指導は平成30年度開始であることから、高等学校については平成30年度から計上。
※小学校には義務教育学校前期課程、中学校には義務教育学校後期課程及び中等教育学校前期課程、高等学校には中等教育学校後期課程を含める。
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134,185

183,880

164,697

通級による指導を受ける児童生徒数はここ１０年で約２．５倍。難聴、言語障害の児童生徒数はともに増加傾向にある。



 日本における特別支援教育の対象となる子供の割合は、イギリスやアメリカより低い。
 2020東京パラリンピック大会において、国際パラリンピック委員会等によって行われた”WeThe15”キャンペーンによれば、

何らかの障害のある者は全世界で12億人（全人口の15%）。
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※「諸外国におけるインクルーシブ教育システムに関する動向ー令和元年度国別調査からー」（国立特別支援教育総合研究所）より。
イギリスは2019年、豪州は2018年、アメリカは2016年、フィンランドは2018年、スウェーデンは2018/2019年、日本は2018年、韓国は2019年の統計情報。

（参考） 特別支援の対象となる子供の割合に関する国際比較

（参考）キャンペーンのロゴ
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○通常の学級に在籍し、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に
応じた特別の指導を行う指導形態。（平成５年度から小中学校で制度化、平成３０年に高等学校に拡大）

・実施形態：自校通級、他校通級、巡回指導
・対象障害種：言語障害、自閉症、情緒障害、弱視、難聴、学習障害（ＬＤ）、注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）、肢体不自由、病弱・身体虚弱

障害による困難さの改善・克服に係る指導内容の一例

教職員定数の改善
・公立小・中学校における基礎定数化（H29年度～R8年度の10年間で13人に1人）
・公立高等学校における加配定数措置（R5年度：348人分の経費を地方財政措置）
研修や指導の充実
・(独) 国立特別支援教育総合研究所における指導的立場の教員を対象とした研修等
・発達障害に関する通級の研修体制や指導法に関する調査研究事業
（R2年度:高等学校における発達障害に関する通級による指導の研究事業）
・「改訂第3版 障害に応じた通級による指導の手引き 解説とQ&A」 を作成
・「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」 を作成

文部科学省の取組

通級指導教室通常の学級

Ｂ学校

自校通級

Ａ学校

教員個別
指導

通常の学級

Ｃ学校
通級指導教室

他校通級

教員

巡回指導
通常の学級

通級

●通級による指導の実施形態

発音の困難さ 読みの困難さ 筆記の困難さ

口や舌の体操等を通して自
分の発音を意識して明瞭に
話せるように指導

カード等を用いて、文字や単
語、文を流暢に読めるように
指導

ICT端末を活用したキーボー
ド入力やフリック入力など、自
分に合った学び方ができるよ
うに指導 ●通級を受けている

児童生徒数

言語障害

ADHD

自閉症

LD

情緒障害

難聴

弱視

肢体不自由

病弱・身体虚弱

※通級による指導実施状況調査(R3年度通年)から

目標（自立活動の指導）
個々の幼児児童生徒が自立を目指し，障害による学習上又は生活上の

困難を主体的に改善・克服するために必要な知識，技能，態度及び習慣
を養い，もって心身の調和的発達の基盤を培う。

（人）

47,175 25.7%

38,656 20.5%

36,760 20.0%

34,135 18.6%

24,554 13.4％

2,100 1.14%

239 0.13%

159 0.09%

102 0.06%

183,880計 8

通級による指導の概要



高等学校における「通級による指導」の実施状況（令和３年度実績）

２ 実施状況と課題
全国の高等学校等において、「通級による指導」が必要と判断した2,513人中、実際に「通級による指導」が行われたのは1,671人で

あり、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒842人（R2年度： 1,100人）であった。
「通級による指導」を行わなかった理由については、「本人や保護者が希望しなかったため」との回答が最も多く502人、次いで「その

他」が160人、次いで、「通級による指導の担当教員の加配がつかず、巡回通級や他校通級の調整もできなかったため」との回答が
115人であった。

１ 高等学校における「通級による指導」の制度化
高等学校段階においても、小・中学校等同様に、通常の学級に在籍し大半の授業を通常の学級で受けつつ、障害による学習上・

生活上の困難を主体的に改善・克服するために受ける「通級による指導」のニーズが高まっていることを踏まえ、平成３０年度から
制度化。

３ 文部科学省における支援等
（１）高等学校における通級による指導担当教員充実のための定数措置

公立の高等学校及び中等教育学校後期課程において通級による指導のために必要な加配教員348人（対前年度47人増）に
必要な経費を措置。 など

（２）特別支援教育支援員の配置の充実のための財政措置
学習活動上のサポート等を行う特別支援教育支援員の配置に必要な経費を地方財政措置。

（３）「初めて通級による指導を担当する教師のためのガイド」の作成・配布
初めて担当する教師にとって分かりやすく、手に取りたいと思うガイドを作成し文部科学省のHPで公開。
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ア．本人や保
護者が希望
しなかった
ため

イ．通級によ
る指導の担
当教員の加
配がつかず、
巡回通級や
他校通級の
調整もでき
なかったた
め

ウ．生徒の障害
に対応した専門
性のある担当教
員がみつからな
かったため

エ．通級による
指導を実施する
ための教室等の
施設設備を整備
できなかったた
め

オ．校内教員等
の関係者の理解
が得られなかっ
たため

カ．特別の教育
課程の編成や時
間割の調整が出
来なかったため

キ．その他

3,114 2,247 2,513 1,671 502 115 0 2 6 57 160国公私立計

（１）「通級に
よる指導」
の利用を検
討した生徒
の数

（２）（１）の
うち、中学
校からの情
報提供や引
継ぎを受け
たり、高等
学校等から
中学校への
情報聴取を
行った生徒
の数

（３）「通級に
よる指導」が
必要と判断
した生徒の
数

（４）「通級に
よる指導」を
行った生徒
の数

（３）（１）のうち、実際に「通級による指導」を行わなかった生徒の数【理由別】



※ 本調査は、学級担任等による回答に基づくもので、発達障害の専門家チームによる判断や医師による診断によるものではない。
従って、本調査の結果は、発達障害のある児童生徒数の割合を示すものではなく、特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合を示すことに留意する必要がある。

質問項目に対して学級担任等が回答した内容から、知的発達に遅れはないものの
「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合
「学習面で著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合
「行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合
「学習面と行動面ともに著しい困難を示す」とされた児童生徒数の割合 等

調査対象地域・学校等

全国の公立の小学校・中学校・高等学校の通常の学級に在籍する児童生徒
※高等学校は全日制又は定時制に在籍する１～３年生を対象
・学校を市郡規模と学校規模で層化し、小学校・中学校・高等学校それぞれ600校を抽出
・抽出された学校の各学年において、1学級を無作為抽出
・抽出された学級において、原則、小学校・中学校においては10名（男女それぞれ５名ずつ）、高等学校は20名(男女それぞれ10名ずつ)を無作為抽出

対象児童生徒数88,516人（小学校：35,963人，中学校：17,988人，高等学校：34,565人）のうち、74,919人回収（回収率 84.6％）回収数及び回収率

調査対象の学級担任等が記入し、特別支援教育コーディネーター又は教頭（副校長）のいずれかによる確認の後、校長の了解
の下で回答。（学級担任等が判断に迷う場合には校内委員会や教務主任・教科担任などに相談可能）

調査回答者等

質問項目
Ⅰ．児童生徒の困難の状況

学習面（「聞く」「話す」「読む」「書く」「計算する」「推論する」）
行動面（「不注意」「多動性－衝動性」「対人関係やこだわり等」）

Ⅱ．児童生徒の受けている支援の状況

調査結果報告はこちら☞

「Ⅰ．児童生徒の困難
の状況」の基準

①学習面
＜小学校＞
「聞く」「話す」等の６つの領域(各領域５つの設問)のうち、少なくとも一つの領域で該当項目が12ポイント以上をカウント。
＜中学校・高等学校＞
「聞く」「話す」等の６つの領域のうち、少なくとも一つの領域で12ポイント(*1)もしくは15ポイント(*2)以上をカウント。

＊1 「聞く」「話す」「読む」「計算する」の４つの領域（各領域５つの設問） ＊2 「書く」「推論する」の２つの領域（各領域６つの設問）

②行動面（「不注意」「多動性－衝動性」）
奇数番目の設問群（「不注意」）または偶数番号の設問群（「多動性－衝動性」）の少なくとも一つの群で該当する項目が
６ポイント以上をカウント。ただし、回答の０，１点を０ポイント、２，３点を１ポイントにして計算。

③行動面（「対人関係やこだわり等」）
該当する項目が22ポイント以上をカウント。

＜調査概要＞

調査目的 本調査により、通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒の実態と支援の状況を明らかにし、今後の施策
の在り方等の検討の基礎資料とすることを目的。

＜調査結果＞

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1421569_00005.htm
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令和４年 小学校・中学校 高等学校
※１

学習面又は行動面で著しい困難を示す 8.8% 2.2%

学習面で著しい困難を示す 6.5% 1.3%

「聞く」又は「話す」に著しい困難を示す 2.5% 0.5%

「読む」又は「書く」に著しい困難を示す 3.5% 0.6%

「計算する」又は「推論する」に著しい困難を示す 3.4% 0.6%

行動面で著しい困難を示す 4.7% 1.4%

「不注意」又は「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 4.0% 1.0%

「不注意」の問題を著しく示す 3.6% 0.9%

「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 1.6% 0.2%

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す 1.7% 0.5%

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 2.3% 0.5%

＜「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒の学年別の推移＞

※１ H14調査データなし
※２ 高等学校についてはＲ４のみ
※３ 各点に付された棒線は95%信頼区間（95%の確率で悉皆

調査の場合の集計結果を含む範囲）を表す。

小学校 中学校 高等学校

Ⅰ．児童生徒の困難の状況

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について

（参考）過去の調査結果
※2

H24 H14

学習面又は行動面で著しい困難を示す 6.5% 6.3%

学習面で著しい困難を示す 4.5% 4.5%

「聞く」又は「話す」に著しい困難を示す 1.7% 1.1%

「読む」又は「書く」に著しい困難を示す 2.4% 2.5%

「計算する」又は「推論する」に著しい困難を示す 2.3% 2.8%

行動面で著しい困難を示す 3.6% 2.9%

「不注意」又は「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 3.1% 2.5%

「不注意」の問題を著しく示す 2.7% 1.1%

「多動性－衝動性」の問題を著しく示す 1.4% 2.3%

「対人関係やこだわり等」の問題を著しく示す 1.1% 0.8%

学習面と行動面ともに著しい困難を示す 1.6% 1.2%

※１ 高等学校については、令和４年のみ ※２ 平成14年調査及び平成24年調査結果は、小学校・中学校のデータ

（％）

（平成14年・平成24年調査と対象地域や一部質問項目等が異なるため、単純比較することはできないことに留意）
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校内委員会において、特別な教育的支援が
必要と判断されている児童生徒(28.7%)の

うち、「作成している」割合

Ⅱ．質問項目に対して学級担任等が回答した内容から「学習面又は行動面で著しい困難を示す」とされた児童生徒(小学校・中学校：8.8％)の
受けている支援の状況

校内委員会において、現在、特別な
教育的支援が必要と判断されている割合

現在、通級による指導を
受けている割合

「個別の教育支援計画」を作成している割合

授業時間内に教室内で個別の配慮・
支援を行っている割合

（特別支援教育支援員による支援を除く）
（座席位置の配慮、コミュニケーション上の配慮、

習熟度別学習における配慮、個別の課題の工夫等）

通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について

（平成14年調査では調査していないためデータなし）
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趣 旨

○ 特別支援教育への理解や認識の高まり、障害のある子供の就学先決
定の仕組みに関する制度改正等により、特別支援教育を必要とする児童
生徒が増加

○ 発達障害の可能性のある児童生徒は、全ての通常の学級に在籍する
可能性

○ 学校教育法施行令第２２条の３の障害の程度（※）に該当する
児童生徒が、特別な支援を受けながら、通常の学級等に在籍

○ 小中学校の通級による指導の担当教師の基礎定数化、高等学校に
おける通級による指導の制度化等により、通級による指導体制が充実。
また、通常の学級において、合理的配慮の提供や、特別支援教育支援
員による支援など、一人一人の子供の教育的ニーズに応じた支援が行わ
れている状況

【主な検討事項】

◎荒瀬 克己 独立行政法人教職員支援機構理事長
池田 彩乃 山形大学地域教育文化学部准教授
市川 宏伸 一般社団法人日本発達障害ネットワーク理事長
市川 裕二 東京都立あきる野学園統括校長
氏間 和仁 広島大学大学院人間社会科学研究科准教授
梅田 真理 宮城学院女子大学教育学部教育学科児童教育専攻教授

○奥住 秀之 東京学芸大学教育学部特別支援科学講座教授・学長補佐
帯野 久美子 株式会社インターアクト・ジャパン 代表取締役
喜多 好一 全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会会長
小枝 達也 国立研究開発法人国立成育医療研究センター副院長

こころの診療部統括部長
櫻井 秀子 川口市立戸塚北小学校長

笹森 洋樹 独立行政法人国立特別支援教育総合研究所発達障害教育
推進センター上席総括研究員（兼）センター長

滝川 国芳 京都女子大学発達教育学部教育学科教授
竹内 哲哉 日本放送協会解説委員室解説委員
中田 寛 鳥取県教育委員会教育次長
野口 晃菜 一般社団法人UNIVA理事
平野 真理子 平野卓球センター監督
藤井 和子 上越教育大学臨床・健康教育学系教授
馬飼野 光一 東京都立荻窪高等学校長
宮﨑 英憲 全国特別支援教育推進連盟理事長

（◎：主査、○：副主査）（令和4年9月30日現在計20名、五十音順、敬称略）

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所
厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害児・発達障害者支援室
国立障害者リハビリテーションセンター

【委員】

【オブザーバー】

（１）通級による指導の更なる充実に向けた取組等の在り方について
（２）学校教育法施行令第２２条の３の障害の程度に該当する児童生徒の支援の在り方について

障害者の権利に関する条約に基づくインク
ルーシブ教育システムの更なる実現に向けて、
通常の学級に在籍する障害のある児童生徒
への支援の実施状況、成果と課題について
把握した上で、より効果的な支援施策の在
り方について外部有識者の協力を得て検討。

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議
（令和４年５月１８日設置）

（※）学校教育法施行令第２２条の３の障害の程度・・・学校教育法第７５条（障害の程度）に基づき、特別支援学校の指導の対象となる障害の種類及び程度を定めている。

スケジュール：令和４年６月14日に第１回を開催。
第２回以降は月１回開催し、第７回（令和５年１月26日）に報告(素案)、第８回（令和５年２月15日）に報告(案)について検討。
第９回（令和５年３月９日）に最終回を開催。令和５年３月13日に報告を取りまとめ。同日付で教育委員会等へ通知。 13



14

① 学習面又は行動面で著しい困難を示すとされた児童生徒：小中学校8.8% 高等学校2.2% ➡ 全ての学級に特別な教育的支援が必要な児童生徒が在籍している可能性
うち、校内委員会で支援が必要と判断：小中学校28.7% 高等学校20.3% ➡ 校内委員会の機能が十分に発揮されていない

② 他校通級は、小学校では約３割、中学校では約２割 ➡ 児童生徒や保護者の送迎等の負担
高等学校において、通級による指導が必要と判断された生徒が受けられていない実態がある ➡ 実施体制が不十分

③ 障害の程度の重い児童生徒が通常の学級に在籍（就学先決定にあたり本人・保護者の意見を最大限尊重） ➡ より専門的な支援が必要
④ 令和4年9月9日障害者権利委員会の勧告 ➡ 障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境整備の推進が必要

小中高等学校等

専門家等からの支援

校内委員会の機能強化
校長①校内支援体制の充実

☞ 支援の対象とすべき児童
生徒について幅広く把握し、
必要な支援を組織的に対応

通常の学級
個別の教育支援計画・個別
の指導計画の作成と活用

中心的な役割を担う
特別支援教育コーディネーター

教務主任
通級指導担当
学級担任 等

通常の学級でできうる支援策を
検討した上で、通級による指導や
特別支援学級の必要性を検討

通級による指導

④インクルーシブな学校運営モデルの創設
～特別支援学校と小中高等学校のいずれかを一体的に運営～

☞ 特別支援学校を含めた２校以上で連携し、障害のある児童生徒と障害のない
児童生徒が交流及び共同学習を発展的に進める学校をモデル事業として支援

☞ 知的障害を対象とした通級による指導も同モデルにおいて実現

特別支援学校

②通級による指導の充実
☞ 本人や保護者が仕組みや意義等を理解した上で、指導を受け
ることが重要

☞ 児童生徒が慣れた環境で安心して受けられるよう、自校通級や
巡回指導を促進

☞ 自立活動の意義と指導の基本を改めて周知、研修会等の実施
☞ 高等学校については、潜在的な対象者数も踏まえた教員定数
措置を含めた指導体制等の在り方を検討

I CTの活用
合理的配慮

③特別支援学校のセンター的機能の充実
☞ 特別支援教育に関する専門的な知見や経験等を有する
特別支援学校からの小中高等学校への支援を充実

小中高等学校 特別支援学校
柔軟な教育課程・指導体制

巡回指導

A校 B校

自校通級

発達障害や障害の程度の重い児童生徒が在籍

◆ 上記取組とあわせて、令和4年3月の検討会議報告を踏まえた特別支援教育を担当する教師等の専門性の向上を図るため、各自治体における令和6年度からの実現に向けた取組を促進させる。
◆ 障害のある児童生徒が自己理解を通じ自己肯定感を高め、自立し、社会の一員として活躍するために必要な基盤となる能力や態度を育てるキャリア教育の推進。
◆ 国においては、連続性のある多様な学びの場の一層の充実・整備を進め、本報告に示した具体的な方向性を踏まえた関連施策等の充実に努め、各自治体や学校における取組について、必要な助言等を行い

つつ、教師の働き方改革にも留意しながらその進捗状況等についてフォローアップを実施。

現状・課題

わかりやすい
授業の工夫

※ 弱視、難聴、肢体不自由、病弱・身体虚弱など在籍者の少ない障害種への対応に差異が生じることのないよう留意

特別支援学校のセンター的機能の発揮

校内委員会の再点検、障害者理解教育の推進

特別支援教育支援員

通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り方に関する検討会議報告(概要)
（令和５年３月13日）



通級による指導の充実（報告より抜粋）

○ 本人や保護者が通級による指導の仕組みや意義等を
理解し、納得した上で指導を受け、通級による指導を活
用して良かったという成果を出すことが重要である。
あわせて、当該児童生徒が、通級による指導で学んだこ

とについて、在籍学級、学校での学習や生活の向上につな
がっていることを実感し、将来の生活につながっていくことを
理解することは、通級による指導を主体的に受けることにつ
ながる大切な視点である。

（通級による指導の意義・課題等）



通級による指導の充実（報告より抜粋）

○ メリット・課題等を踏まえると、通級による指導の実施形
態については、他校通級に伴う児童生徒や保護者の送迎
等の負担を軽減することや、児童生徒が在籍校の慣れた
環境で安心して指導を受けられるようにするため、自校通
級や巡回指導を一層促進させる必要がある。
ただし、障害の特性による指導効果や本人・保護者の意

向等により他校通級が望まれる場合もあることから、それぞ
れの実情に応じた柔軟な対応が求められることに留意する
必要がある。

（通級による指導の実施形態等）



通級による指導の充実（報告より抜粋）

○ 共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの
構築のために学校教育が果たすべき役割や、通常の学級
に在籍する障害のある児童生徒の増加を踏まえ、校長を
はじめ、通級による指導を担当する教師、通常の学級担
任等、全ての教師が、特別支援教育に関する理解を深め、
専門性を高めることが重要となっている。

（通級による指導を担当する教師等の専門性向上）



通級による指導の充実（報告より抜粋）

○ 特に、通級による指導を担当する教師においては、障害
の特性等に応じた指導に関する専門性が高いのみでなく、
児童生徒一人一人の実態に応じた多様かつ柔軟な指導
方法を併せ有するとともに、通常の学級担任等への助言・
提案力が求められる。
例えば学級集団における授業の工夫やＩＣＴを含む合

理的配慮の提供など通常の学級で実行可能な手立ての
提案や、通常の学級と連携・協働することが大切である

（通級による指導を担当する教師等の専門性向上）



通級による指導の充実（報告より抜粋）

○ 他方、通級による指導を受ける児童生徒の増加とともに特別支
援教育に関する経験の浅い教師が通級による指導を担当する場合
も増えている。（中略）とりわけ、通級による指導を初めて担当する
教師は、自立活動の指導目標の設定に至るまでの手続きが教科と
異なることや、 児童生徒一人一人の障害の状態等に応じた指導を
行うこと等に対する不安がある。
このため、各自治体や学校においては、例えば大学等とも連携し、

特別支援教育や自立活動に関する研修会、研究会及び成果発表
会など、教師の指導力を高める実践的な取組を行うことが重要であ
る。

（通級による指導を担当する教師等の専門性向上）



第１章 通級指導を担当するに当たって
第２章 通級指導の１年間の流れ
第３章 実践例
第４章 知っておきたい基本事項・用語

【作成のポイント】
○専門用語を避け、平易で簡潔な説明とする。
○イラスト、図を活用。既存の参考資料等をQRコードで紹介。
○16の実践例を紹介。
○動画資料（２例）を作成。

※ガイドでは、読みやすさの観点から、「通級による指導」を「通級指導」と表記している。
（保護者面談の様子）（子供の指導の様子）

※ガイドは文科省ＨＰで公開

【経緯】
「通級による指導」※を受ける児童生徒数は年々増加している状況であり、児童生徒数の増加
に対応した教師の質の担保が喫緊の課題となっています。
※学校教育法施行規則第140条に基づく、通常の学級に在籍する障害のある児童生徒が、各教科等の大部分の授業を通常の学級で

受けながら、一部の授業について、障害に応じた特別の指導を特別な場で受ける教育形態。（小・中学校はＨ5年度、高校はＨ30年
度から制度化）

文部科学省では、「通級による指導のガイドの作成に関する検討会議」（H31.2~R2.3）
における検討を踏まえ、初めて担当する教師にとって分かりやすく、手に取りたいと思うガイドを
目指し、標記のガイドを作成しました。
文部科学省のHPで公開しています。👉👉 https://www.mext.go.jp/tsukyu-guide/index.html
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（参考）都道府県・政令指定都市教育委員会等で作成している
通級による指導に関する資料（令和２年２月時点）

 通級指導は全国で行われており、多くのガイドブックやリーフレットが作成されています。
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（参考）通級による指導に関する参考資料・文部科学省の取組について

＜通級を知るには？＞

 改訂第３版 障害に応じた通級による指導の手

引 解説とQ＆A（H３０．８．２０）

通級による指導の趣旨や経緯、制度的位置づけな

どの基本的事項の説明や、教育課程、指導対象、指

導方法等に関するQAを掲載。

 初めて通級による指導を担当する教師のための

ガイド（R2.３）

初めて通級を担当する教員向けに、

通級指導の基礎や１年間の流れ、

実践例等を紹介。

 発達障害に関する通級による指導 担当教員等

専門性充実事業 実践事例集（R３.９）

 高等学校における「通級による指導」実践事例

集～高等学校における個々の能力・才能を伸ば

す特別支援教育事業～（H29.３）

＜就学先決定にあたっての留意点は？＞

 障害のある子供の教育支援の手引～子供たち一人一

人の教育的ニーズを踏まえた学びの充実に向けて～（

R3.6.30）

障害のある子供の就学先決定にあたっての

プロセスや、障害種ごとの教育的対応等を紹介。

通級による指導と特別支援学級の学びの場の

決定に際しての留意点も掲載。

 特別支援学級及び通級による指導の適切な運用につ

いて（通知）（R4.４．２７）

特別支援学級と通級による指導の学びの場の決定に関

する留意事項や、特別支援学級に在籍する児童生徒の交

流及び共同学習の時数の目安、自立活動の在り方等につ

いて改めて周知。

 平成29 年義務標準法の改正に伴い創設されたいわ

ゆる「通級による指導」及び「日本語指導」に係る基礎

定数の算定に係る留意事項について（事務連絡）（R2.

４.17）

通級による指導に係る基礎定数の算定に関する制度内

容や留意事項、特別支援学級と通級による指導の仕組み

や違い等について説明。

＜活用可能な財政支援は？＞

（義務教育段階）

 平成29年に義務標準法を改正し、平

成29年度から令和８年度までの10年

間で通級による指導に係る教員定数

の基礎定数化を計画的に実施。

（高校段階）

 通級による指導担当教員充実のため

の定数措置（令和４年度 加配教員

301人分（対前年度47人増））

 特別支援教育支援員の配置に係る地

方財政措置（令和４年度67,300人分

措置（対前年度1,300人分増））

＜制度改正に関して＞

 学校教育法施行規則の一部を改正す

る省令等の公布について（通知）（28 

文科初第1038号）

高等学校において、通級が

制度化された際に運用の留

意点等を掲載。

文部科学省の取組

 学びラボ

・研修「通級による指導の担当者になったら」

・通級による指導を担当する皆さんへ

「初めて通級による指導を担当する教師

のためのガイド」の活用について

NISE（特総研）の取組

 高等学校教員のための「通級による

指導」ガイドブック（R2.3）

通級を知るには？ 就学先決定にあたっての留意点は？ 財政支援は？

22



「障害のある子供の教育支援の手引」 （概要）

従前からの教育相談・就学先決定のモデルプロセスを一連のプロセス（①事前の相談・支援、②法令に明記された就学先決定の手続き、③就学後の学び場の見直し）
に分けて解説

第１章 就学先決定等の仕組みに関する基本的な考え方

第２章 就学に向けた様々な事前の準備を支援するための活動（①）
・就学手続以前に行う、本人や保護者の就学に向けた準備を支援する活動について解説。

第３章 法令に基づく就学先の具体的な検討と決定プロセス（②）
・下記の観点等について、基本的な考え方を整理。
- 特別支援学級と通級による指導等との関係について
- 市区町村における学びの場の判断に対する、都道府県教育委員会等の指導・助言
・ 障害のある外国人について

・ 障害のある子供一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を図る特別支援教育の理念を実現していくために、早期からの教育相談・支援や、就学後の継続的な
教育相談・支援を含めた「一貫した教育支援」の充実を目指す。その上で、教育的ニーズの変化に応じ、学びの場を柔軟に見直し、一貫した教育支援の中で、就学先となる学校や学び
の場の連続性を実現していくことが重要。

・学校や学びの場の判断について、教育支援委員会等を起点に様々な関係者が多角的、客観的に検討できるようにするために必要な「教育的ニーズ」に係る基本的な
考え方を整理。

・市区町村教育委員会による就学先となる学校や学びの場の総合的判断や決定に向けた、就学先決定等のモデルプロセスを再構築。
・障害種毎に、教育的ニーズを整理する際の視点を具体化し、就学先となる学校や学びの場における提供可能な教育機能と障害の状態等を具体化。

第１編 障害のある子供の教育支援の基本的な考え方

・障害種別に、教育的ニーズを整理するための観点（①障害の状態等、②特別な指導内容、③教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容）を具体的に提示。
・障害種別※に、それぞれの学びの場（通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校）における子供の状態や配慮事項を具体的に提示。

※I. 視覚障害、II. 聴覚障害、III. 知的障害、IV. 肢体不自由、V. 病弱・身体虚弱、VI. 言語障害、VII. 情緒障害、VIII. 自閉症、IX. 学習障害、X. 注意欠陥多動性障害

ポイント

第２編 就学に関する事前の相談・支援、就学先決定、就学先変更のモデルプロセス

第４章 就学後の学びの場の柔軟な見直しとそのプロセス（③）
・教育的ニーズの変化に応じ、学びの場の柔軟な見直しを行うことについて記載を充実し、
具体的な見直し事例を提示。

第５章 適切な支援を行うにあたって期待されるネットワークの構築

第６章 就学にかかわる関係者に求められるもの
～相談担当者の心構えと求められる専門性～

第３編 障害の状態等に応じた教育的対応

「教育的ニーズ」を整理するための３つの観点（①障害の状態等、②特別な指導内容、③教育上の合理的配慮を含む必要な支援の内容）を示し、市町村教育委員会がそれらを把握
するための具体的な視点や、障害種ごとに把握すべき事項を整理。

※小中学校等の関係者にも、「医療的ケア」の基礎知識を身に付けていただくため、別冊として、「医療的ケア実施支援資料」を作成。
※「個別の教育支援計画」を活用した情報共有や引継ぎがより的確に行われるよう、関連資料として、「個別の教育支援計画」の参考様式を提示。

１．就学に関する新しい支援の方向性 ２．早期からの一貫した支援と、その一過程としての就学期の支援 ３．今日的な障害の捉えと対応

１．当該障害のある子供の教育的ニーズ ２．当該障害のある子供の学校の学びの場と提供可能な教育機能 ３．当該障害の理解

詳細はこちら（文部科学省HP）☞
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「障害のある子供の教育支援の手引」

24

② 聴覚障害のある子供に対する特別に必
要な指導内容を検討すること

③ 聴覚障害のある子供に対する教育上の
合理的配慮を含む必要な支援の内容を
検討すること

文部科学省ＨＰにて公開

株式会社ジアース教育新社より発行（文科省ＨＰにも掲載）

聴覚障害のある子供の教育的ニーズを
整理するための観点

① 子供一人一人の聴覚障害の状態や特性
及び心身の発達の段階等を把握すること

以上の３つの観点を踏まえることが大切である
ことを示す。



近年、人工内耳装用児や重複障害のある幼児児童生徒の割合の増加、学びの場の多様化
に伴う幼児児童生徒の教育歴の多様化など特別支援学校（聴覚障害）を取り巻く状況が変
化している。また、手話に対する理解や多様な方法による意思疎通について社会の関心が
高まっている。
このような状況を踏まえ、聴覚障害教育においてますます重要となる「言語指導」に焦

点を当て、「聴覚障害教育の手引」を改訂した。
※本書において言語指導とは、語彙の獲得や文章の理解及び表出、対話等に関する能力の育成を目指すもの。

Point 1
聴覚障害教育の経験の浅い教員に対する研修や教員個
人での自己研鑽で活用することを想定し、言語指導の
重要性を含む聴覚障害教育の基本的な内容について、
平易な表現でわかりやすく作成（特別支援学校教職課
程で学ぶ学生が活用することも考えられる）。

音声、文字、指文字、手話などコミュニケーション
における多様な方法の機能と特徴、これらを活用す
る際の基本的な考え方を解説。

特別支援学校における授業や乳幼児教育相談等の場面
で、人工内耳装用児や重複障害児に対する実践例を含
め、言語指導を重視した事例を中心に選定。また、特
別支援学級や通級による指導の場面や教員研修に関す
る実践例も掲載。 文部科学省ＨＰにて公開

Point 2

Point 3
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「聴覚障害教育の手引」の改訂と発刊

株式会社ジアース教育新社より発行（文科省ＨＰにも掲載）



本誌の購入のお申込みは・・・
◆全国の書店

最寄りの書店等で御購入下さい。定期購読することができます。
◆東洋館出版社

年間定期購読を受け付けております。
https://www.toyokan.co.jp/pages/subscribe

◆インターネットからも購入することができます。

季刊誌 特別支援教育

関係者必携

令和５年春 第８９号
発行日：年４回刊行 ３・６・９

・１２月
価格：９００円（税込み）

[巻頭言] お魚に夢中な人生！

東京海洋大学名誉博士、客員教授 さかなクン 氏
 連載「我が校のカリキュラム・マネジメント」
 子供をささえるネットワーク/卒業生は今/研究最新情報/

教育委員会の取組/施策だより

[特集]小・中・高等学校等における特別支援教育の進展に向けて

 教育委員会における特別支援教育に係る教員の専門性向上の取組

 自立活動の指導の充実に向けた特別支援学校のセンター的機能の発揮

 小学校における特別支援教育の考え方を基盤とした学校経営

 中学校における特別支援教育を基盤とした学校経営

 高等学校における特別支援教育を基盤とした学校経営

 特別支援学級から通常の学級へ学びの場を見直す際の校内支援体制

 中学校と市が連携して取り組む高等学校への引継ぎ

 関係機関と連携した個別の教育支援計画の活用



文部科学省では、ホームページ等により、特別支援教育の最新情報を提供しております。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main.htm
（主な刊行物）
季刊特別支援教育（年４回 ３，６，９，１２月）
学習指導要領解説
教科書（視覚障害、聴覚障害、知的障害）及び指導書・解説
改訂第３版 通級による指導の手引 ●解説とQ＆A●
よりよい理解のために−交流及び共同学習事例集−

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所でも、発達障害教育推進センターをはじめと
するホームページ、メールマガジン等により、特別支援教育の情報発信をしております。

http://www.ｎｉｓｅ.go.jp/
発達障害教育情報センター
メールマガジン

是非御覧ください！

お知らせ

http://icedd.nise.go.jp
http://www.nise.go.jp/magazine/
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